
令和８年度 予算編成方針 

 
１ 本市財政を取り巻く状況 

国の「月例経済報告」（令和７年８月）によると、雇用・所得環境の改善

や各種政策の効果が景気の緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国

の通商政策の影響や物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響等、我が国の景

気を下押しするリスクに留意が必要であり、金融資本市場の変動等の影響に

も引き続き注意する必要があるとされている。また、「経済財政運営と改革

の基本方針２０２５」（令和７年６月１３日閣議決定）においては、地方の

一般財源の総額は、２０２４年度地方財政計画の水準を下回らないように実

質的に同水準を確保することとされている一方で、「成長と分配の好循環を

拡大させる中で、歳出構造の平時化を図る」こと、また「財政余力確保のた

め、財政健全化に取り組んでいく」ことが示され、財政健全化目標の堅持と

歳出改革努力の継続を掲げている。  
 他方で、本市においては、これまで歳入の確保と歳出の充実の両立を目指

し、以下の取り組みを実施してきた。  
歳入の面では、税収確保と収納率向上に取り組み、市税全体の収納率は、

平成２５年度は９０．６％であったものが、令和６年度には９８．３％（７．

７ポイント増）まで向上し、市税全体の収入額についても、平成２５年度か

ら令和６年度までの合計で、約８８２億円の増収となっている。また、市有

地の売却による財源の確保に加え、土地開発公社の借入金残高の圧縮（１０

年間で約４０７億円減）等により、市全体の借入金残高の抑制を実施してき

た。  
 歳出の面では、３大プロジェクトをはじめ川口総合文化センター・リリア

の大規模改修、川口市立美術館の建設などの大規模プロジェクトを進めると

ともに、中核市のメリットを活かした保健・医療の充実、子育てしやすいま

ちづくり、市内経済の活性化、都市基盤整備、自然環境の保全、教育力の向

上、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進、持続可能な開発目標

（SDGs）の達成に向けた取り組み、防災・減災対策、防犯対策などの様々な

まちづくり施策を積極的に実施してきた。  
 こうした累次のまちづくり施策の展開により、本市は、住みやすいまちと

して高い評価を受けてきたが、物価高騰や労務単価の上昇等による経常経費

の増加、老朽化に伴う公共施設の改修等による普通建設事業費の増加、加え

て「金利のある世界」において公債費の今後の増加が見込まれる中、本市の

財政運営はこれまでになく厳しい局面を迎えている。  
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 令和８年度の本市の収支不足額は中期財政計画上約１７８億円である（令

和７年９月時点）。中期財政計画上の収支不足額は、コロナ禍前においては

数十億円（令和元年度約３０億円）、コロナ禍以降においても１００億円前

後（令和６年度１２６億円）で推移をしてきていたが、前述の要因等により

急激に増加しており、今後も拡大していくものと見込まれる。また、朝日環

境センター火災事故への対応等により財政調整基金残高が大幅に減少して

いるほか（約１４６億円（令和６年度末時点）から約３５億円（令和７年度

当初時点））、各基金の残高も減少しており、これまでどおりの行財政運営

では立ち行かない状況にある。  
今後も本市が継続して成長、発展していくためには、変化する社会情勢や

市民ニーズを的確に把握し、選択と集中により限られた財源を効率的・効果

的に活用しながら、これまで以上に財政規律を徹底し、財政の健全化に取り

組まなければならない。 

 

２ 基本方針 

 令和８年度予算編成の基本方針は、以下のとおりとする。  
（１）市政を停滞させることがないように、市がこれまで掲げてきた普遍的な

理念なども踏まえ、引き続き、市民生活を支えるために必要不可欠な施策

を推進すること。  
（２）日本経済全体で年１％程度の実質賃金の上昇が政府目標とされる中、市

内企業が賃上げの原資を確保できるよう、本市の発注においても適切に価

格転嫁が行われることが重要である。予算要求にあたっては実勢を踏まえ

た適正な労務単価や資材価格を考慮した積算とするほか、予算執行にあた

っては低入札価格調査制度・最低制限価格制度の活用や期中における必要

な契約変更の実施等の取り組みを行い、適正な価格転嫁が行われるよう配

慮すること。  
（３）物価高騰や労務単価の上昇などにより経常経費が増加する中、限られた

財源で行政運営を行うためには、既存事業の見直しが不可避である。事業

の緊急性、効率性、有効性などを根本に立ち返って検証するとともに、事

業の廃止を含め、十分な見直しや再構築についてスピード感を持って行っ

たうえで、真に必要な事業について予算要求を行うこと。  
特に業務委託については、専門知識や技術を活用することで、サービス

の質の向上のほか、効率的な運営により経費の削減効果が期待されるもの

であるが、昨今の労務単価の上昇により、その効果が薄れていることから

よく精査すること。職員で実施可能な業務は可能な限り内製化し、真に必
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要なものに限り委託とすること。  
   また、併せて業務の効率化・スリム化を図ることにより、会計年度任用

職員、人材派遣等を含めた人員の適正な配置に努めること。  
（４）公共施設等については、施設の老朽化が進み、多くの施設で改修や建て

替えが生じていることから、限られた市域における最適な配置の実現に向

けて、その統廃合、複合化、転用等の検討を加速させること。また、施設

等の更新や大規模改修を行うに当たっては、当該施設等が提供するサービ

スと、更新等に係る負担及びその財源との適切なバランスが図られている

か、華美な仕様になっていないかなど、事前に関係部局と協議等を行い、

十分に検討したうえで予算要求を行うこと。  
（５）「歳入の確保があっての歳出」であることを念頭に、市税や国民健康保

険税等の収納率の向上、使用料・手数料の見直し、具体的な利活用手段の

ない市有地等の売却及びふるさと納税の拡充に引き続き取り組むこと。ま

た、事業に要する財源は自らが確保する意識を持ち、既存事業を含め、充

当可能な国や県の補助金等を最大限に活用すること。そのほか、ネーミン

グライツ、クラウドファンディングの検討など、柔軟な発想による新たな

財源の発掘、獲得に努めること。  
（６）国・県の予算編成及び制度変更等の動向を注視し、迅速かつ的確な対応

を図るとともに、他の自治体等の先進事例を積極的に情報収集し、効率的

な市政運営に努めること。また、川口市総合計画をはじめとする市が掲げ

る各計画の趣旨に沿いながらも、必要性、有効性、適時性などを再度検証

したうえで真に合理的な予算要求を行うこと。  
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